
（別図）   松本市社会福祉協議会地域福祉推進会議 
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        （補助機関）  報告      指示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             課題の共有     社協の取組み提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各地区の地区支援企画会議等・地域ケア会議（地区課題検討の場） 

１構成 

 地域づくりセンター長、包括支援センター担当者、福祉計画担当者、福祉ひろ

ばコーディネーター、高齢福祉課担当者、健康づくり課担当者、公民館担当者、

社協担当者、地区生活支援員、他関係課（障害・子ども等）担当者 

 

２協議内容 

 ・地域づくり（地域福祉、生活支援等）に関すること 

 ・地区の課題解決に向けた取り組みの検討 

常務理事（事務局長） 

地域福祉推進会議（方針決定の場） 

１構成 

 地域福祉課長、生活福祉課長、西部・ 

四賀・北部地区センター課長、地域福祉 

担当係長、他協議内容に応じて必要な者 

 

２協議内容 

 ・関係課の共通課題 

 ・推進地区担当者会に関すること 

地域福祉推進担当者会議（検討・課題共有の場） 

１構成 

 地域福祉課長、地域福祉担当係長、地区担当責任者、

地区担当者（35地区）、他協議内容に応じて必要な者 

 

２協議内容 

 ・地区の課題解消に向けた社協の取組み 

 ・担当職員の地区活動アドバイス 

 ・取組み事例の各地区への波及 

 ・第 3期地域福祉活動計画の推進に関すること 


